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社会福祉法人多摩市社会福祉協議会 

役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 

 （目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人多摩市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）定款第２５

条の規定に基づき、本会役員等の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的

とする。 

 （役員等） 

第２条） この規程において、役員等とは、理事及び監事をいう。 

 （報酬の支給額） 

第３条 定款第１８条第１項に規定する役員等については無報酬とする。ただし、役員等の中で、

定款第１８条第２項に規定する、社会福祉法人多摩市社会福祉協議会会長（以下「会長」とい

う。）及び常務理事に対して、次のとおり報酬を支給する。 

(1) 会長の報酬は、別表１のとおりとする。 

(2) 常務理事の報酬は、常務理事の報酬等に関する規程に定めるものとする。 

（勤務日及び勤務時間等） 

第４条 会長の勤務日及び勤務時間等は、定例の会議等本会の業務に従事したときとし、原則不定

期とする。 

（報酬の支給方法） 

第５条 第３条の報酬は、就任した月分から支給する。 

２ 前項の報酬は、辞任、解任または死亡によりその職を退いたときは、その当月分まで支給する。 

（支給日） 

第６条 報酬は、毎月２５日に支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日または休日に当たると

きは、繰り上げ支給する。 

 （費用弁償） 

第７条 役員等が次に掲げる会議等に出席（テレビ会議等での参加を含む、但し決議の省略による

場合は除く）したときは、費用を弁償する。ただし、第３条の報酬の支払を受ける者、「社会福祉

法人多摩市社会福祉協議会一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規程」により採用さ

れた職員及び本会職員が兼務している場合並びに市職員は除くものとする。 

(1) 理事会、評議員会、監査及び部会並びに委員会に出席したとき。 

２ 費用弁償の額は、別表２のとおりとする。 

３ 第２項の規定にかかわらず、役員等が部会に出席した場合の費用弁償額は、日額１，０００円

とする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、役員等が委員会に出席した場合の費用弁償額は、各委員会の定め

によるものとする。 

 （旅 費） 

第８条 役員等が本会のために出張したときは、前条の規定にかかわらず別表３による旅費を支給す

る。ただし、多摩市内のものは除くものとする。また、役員等が本会のために宿泊を伴う旅行をし

たときは、前条の規定にかかわらず別表３により、日当、宿泊料、食事料の一日当たりの定額を旅
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費として支給する。ただし、宿泊を要しない旅行については、支給しないものとする。 

 （公 表） 

第９条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める、報酬等の支

給の基準として公表するものである。 

 （改 廃） 

第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。  

（実施細目） 

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成元年４月４日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年度第４回評議員会一部改正） 

 この規程は、平成２７年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、定款変更認可日より施行する。（平成２９年７月１４日） 

附 則 

この規程は、令和２年１月２７日から施行する。 

附  則  

この規程は、令和５年４月１日から施行する。  
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 別表１ 

 

職  名 報  酬  額 

会   長 

総 額 年間２４０，０００円以内 

月 額  ２０，０００円 

 

 

 別表２ 

 

職   名 費 用 弁 償 額 

理 事   日 額  ２，０００円 

監 事   日 額  ２，０００円 

 

 別表３ 

 

 

交 通 費 

 

 

  最も経済的な通常の経路及び方法による実費 

 

 

宿 泊 料 

 

 

  １４，０００円 （定 額） 

 

 

日 当 

 

 

   １，８００円 （一日につき） 

 

 

食 事 料 

 

 

   １，２００円 （一夜につき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


